
令 和 ２ 年
６月30日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
長
寿
社
会
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
告
示

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催
（
環
境
政
策
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
（
労
働
政
策
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

規

則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
三
十
二
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
山
口
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
中
「
に
次
に
掲
げ
る
書
類
」
及
び
「
添
え
て
、
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
二
条
の
四
中
「
に
次
に
掲
げ
る
書
類
」
及
び
「
添
え
て
、
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

市
町
以
外
の
者
（
法
人
に
限
る
。
）
が
前
項
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
等
設
置
届
に
当
該
者
の
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
中
「
に
次
に
掲
げ
る
書
類
」
及
び
「
添
え
て
、
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
条
中
「
老
人
ホ
ー
ム
の
休
止
の
届
出
」
を
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
三
条
に
お
い
て
「
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
の
休
止
の
届
出
」
に
改
め

る
。第

十
三
条
中
「
施
設
」
を
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
、
老
人
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
⟹表
中
「及

び
経
歴

」
を
削
り
、

「役
職
名
氏

名
経

歴

を
」

「役
職
名

氏
名

に
改
め
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を

」

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例
の
写
し

別
記
第
一
号
様
式
の
注
⚔
中
「及

び
経
歴

」
を
削
る
。

「

別
記
第
一
号
様
式
の
二
中

３
条
例
、
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

４
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

５
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

６
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域

７
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
又
は
住
居

（
⑴
名
称
⑵
種
類
⑶
所
在
地
⑷
入
所
定
員
、
登
録
定
員
又

は
入
居
定
員
）

８
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

を
」

「

３
主
な
職
員
の
氏
名

４
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域

５
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
又
は
住
居

（
⑴
名
称
⑵
種
類
⑶
所
在
地
⑷
入
所
定
員
、
登
録
定
員
又

は
入
居
定
員
）

に
改
め
る
。

」

別
記
第
一
号
様
式
の
五
の
⟹表
中

一
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「施
設
幹
部
職
員

役
職
名

氏
名

主
な

経
歴

を
」

「施
設
の
長
の
氏
名

に
改
め
、

」

同
様
式
の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

市
町
以
外
の
者
が
届
出
を
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書

別
記
第
一
号
様
式
の
五
の
注
⚔
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「、

関
係
書
類
を
添
え
て

」
及
び

「施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

を
」

削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
中
「、

関
係
書
類
を
添
え
て

」
及
び

「施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

を
」

削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

及
び

」

「資
産

の
状

況
別
添
の
と
お
り

を
」

削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

「施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

及
び

」

「資
産

の
状

況
別
添
の
と
お
り

を
」

削
り
、
同
様
式
の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

添
付
書
類

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書

「

別
記
第
四
号
様
式
中

３
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

４
施
設
の
長
そ
の
他
主
な
職
員
の
氏
名
及
び
経
歴

５
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域

６
入
所
定
員

７
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

を
」

二
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「
３
施
設
の
長
の
氏
名

４
事
業
を
行
お
う
と
す
る
区
域

５
入
所
定
員

に
改
め
る
。

」

「

別
記
第
五
号
様
式
中

２
土
地
又
は
建
物
に
係
る
権
利
関
係

３
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

４
施
設
の
運
営
の
方
針

５
職
員
の
定
数
及
び
職
務
の
内
容

６
事
業
開
始
の
予
定
年
月
日

を
」

「

２
建
物
の
規
模
及
び
構
造
並
び
に
設
備
の
概
要

３
施
設
の
運
営
の
方
針

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

日
野
吉
田
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

下
関
市
菊
川
町
大
字
縦
ノ
木
字
豊
田
道
一

〇
一
〇
一
の
一
地
先

旧

最
狭

七
・
六

最
広

八
・
二

一
一
・
〇

新

最
狭

七
・
六

最
広

一
五
・
八

一
一
・
〇
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

山
口
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
六
月
三
十
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

日
野
吉
田
線

下
関
市
菊
川
町
大
字
縦
ノ
木
字
豊
田
道
一
〇
一
〇
一
の
一
地
先

令
和
二
年
七
月
一
日

公

告

（
一
五
一
）
山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
公
聴
会
の
開
催

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
四
十
三
条
第
六
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
傍
聴
人
の
収
容
人
員

日

時

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）
午
後
一
時
三
十
分

場

所

山
口
県
下
関
農
林
事
務
所

収
容
人
員

二
十
人
程
度

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

山
口
県

氏

名

村
岡

嗣
政

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

三

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

名

称

木
屋
川
水
系
木
屋
川
ダ
ム
再
開
発
事
業

種

類

ダ
ム
の
新
築

三
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規

模

貯
水
面
積

二
四
五
ヘ
ク
タ
ー
ル

四

対
象
事
業
実
施
区
域

下
関
市
豊
田
町
大
字
大
河
内

五

公
述
の
申
出
の
手
続

㈠

公
聴
会
に
お
い
て
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
和
二
年
七

月
十
六
日
（
木
曜
日
）
ま
で
に
、
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）
、
電
話
番
号
、
対
象
事
業
の
名
称
並
び
に

意
見
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
（
以
下
「
公
述
申
出
書
」
と
い
う
。
）
を
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

（
郵
便
番
号
七
五
三－
八
五
〇
一
）
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

㈡

公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
公
聴
会
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

者
を
選
定
し
ま
す
。

㈢

公
聴
会
の
運
営
を
円
滑
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
意
見
を
述
べ
る
時
間
を
制
限
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

㈣

㈡
及
び
㈢
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
述
申
出
書
を
提
出
し
た
者
又
は
公
聴
会

に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
者
に
通
知
し
ま
す
。

六

そ
の
他

㈠

公
聴
会
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
傍
聴
券
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
傍
聴
券
は
、
公

聴
会
当
日
、
受
付
で
先
着
順
に
交
付
し
ま
す
。

㈡

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
は
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
（
電
話
〇
八
三－

九
三
三－

二
九
三
三
）
に
し
て
く
だ
さ
い
。

（
一
五
二
）
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

令
和
二
年
六
月
三
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

試
験
を
行
う
免
許
職
種
及
び
試
験
の
方
法

㈠

免
許
職
種

職
業
能
力
開
発
促
進
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
四
号
）
別
表
第
十
一
に

掲
げ
る
免
許
職
種

㈡

試
験
科
目

学
科
試
験
の
う
ち
の
指
導
方
法

二

試
験
の
日
時

令
和
二
年
九
月
一
日
（
火
曜
日
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
三
十
分
ま
で

三

試
験
の
場
所

山
口
市
秋
穂
二
島
一
〇
六
二
番
地

山
口
県
セ
ミ
ナ
ー
パ
ー
ク

四

受
験
資
格

法
第
三
十
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
者

は
、
受
験
で
き
な
い
。

㈠

法
第
二
十
八
条
第
五
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
者

㈡

受
験
し
よ
う
と
す
る
免
許
職
種
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
実
技
試
験
の
全

部
及
び
学
科
試
験
の
う
ち
の
関
連
学
科
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

五

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

令
和
二
年
七
月
二
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
八
月
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合

は
、
八
月
四
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。
）

六

受
験
申
請
書
等
の
提
出
先

山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
七
五
三－

八
五
〇
一
）

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課

七

提
出
書
類

㈠

受
験
申
請
書
及
び
履
歴
書

㈡

写
真
（
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
）

㈢

技
能
検
定
合
格
証
書
等
受
験
資
格
を
証
す
る
書
面

八

受
験
手
数
料

三
千
百
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
受
験
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
貼
る
こ
と
。
こ
の
収
入

証
紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

九

合
格
者
の
発
表
等

㈠

合
格
者
の
発
表
は
、
令
和
二
年
九
月
九
日
（
水
曜
日
）
と
し
、
合
格
者
の
受
験
番
号
を
山
口
県

庁
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
内
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

㈡

試
験
の
得
点
の
開
示
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
に
お
い
て
行
う
の
で
、
試
験
の
得

点
の
開
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
受
験
者
は
、
合
格
者
の
発
表
日
以
後
、
受
験
票
を
提
示
し
て
そ
の

旨
を
知
事
に
申
し
出
る
こ
と
。

十

そ
の
他

㈠

受
験
案
内
、
受
験
申
請
書
等
の
請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

山
口
県
商
工
労
働
部
労
働

政
策
課
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で
請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に
「
指
導
員
試
験
申
請
書
請
求
」
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と
朱
書
し
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
縦
三
十
三
・
二
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
横
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
）
を
同
封
す
る
こ
と
。

㈡

こ
の
試
験
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
商
工
労
働
部
労
働
政
策
課
産
業
人
材
育
成
班
（
電

話
〇
八
三－

九
三
三－

三
二
三
四
）
に
す
る
こ
と
。
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令
和
二
年
六
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
二
年
六
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


